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西尾市スイーツを活用したマラソン企画運営業務委託仕様書 

 

1. 趣旨 

当市の観光資源を活用した関係人口の拡大と地場産業の活性化を目的として、性別年代を問わずに

高い集客効果が見込めるスイーツ要素を取り入れたマラソンを開催する。また、西尾市の海沿いの景

観の素晴らしさを体感してもらうことで、海水浴場やトンボロ干潟等の観光スポット及び、その周辺

の飲食店・宿泊施設への誘客を促進し、地域経済の活性化を図る。 

 

2. 委託内容 

西尾市スイーツを活用したマラソンの企画運営業務 

⑴ 開催日 
令和８年１０月～令和９年２月の間 

具体的な日程については、市と協議の上、決定するものとする。 

⑵ 開催時間 
市と協議の上、決定するものとする。 

⑶ 会場 
西尾市内（海岸周辺） 

⑷ 会場設営等 
・会場設営は、開催時刻の 1時間前までに完了させること。 

・テント、発電機、音響備品、計測器をはじめ、運営に必要な資機材を手配すること。 

・イベント終了後、速やかに資機材等を撤収し、原状回復及び清掃を行うこと。 

・来場者及びスタッフ駐車場並びに控室を会場周辺に確保すること。 

・安全管理のため、会場及び駐車場周辺に誘導スタッフを適正に配置すること。 

・関係各所との協議、調整を行うこと。なお、関係各所とのアポイントメントは、受託者の責

任において行うこと。 

・イベントの実施に必要な申請等は受託者が行うこと。 

・その他、必要に応じて市と協議の上、決定するものとする。 

⑸ 募集受付 
・開催 2か月前までに参加者の募集を開始し、応募受付及び問い合わせ対応を行うこと。 

・開催 3週間前までに各出場チームに対し案内の発送又は説明会を行い、必要に応じて、リハ

ーサルやデモンストレーションを実施すること。 

⑹ 広報宣伝 

・開催 2か月前までに、SNS、Web広告、新聞、メディア、交通広告等を活用し、県外からの参

加も視野に入れて効果的かつ効率的に広報宣伝、情報発信を行うこと。 

・具体的な手法やスケジュール、媒体等を提案し、市と協議の上、決定するものとする。 

・告知やＰＲに使用する画像等の素材については、受託者の責任において取得すること。 

・イベント後の西尾市再訪促進を図ること。 

⑺ スイーツを活用したマラソンの内容 

企画提案の内容をベースに、市と協議の上、決定するものとするが、以下の点に留意すること。 

・少雨決行、荒天中止とすること。 

・開会式及び閉会式（表彰式）を行うこと。 

・参加者の傷害保険など、イベント開催中のリスクに備える保険へ加入すること。 

・類似イベントで実績のある運営ディレクター及びイベントＭＣを手配すること。 

・募集チーム数は、50チームを下限とし、上限については、市と協議の上、決定すること。 

・１チームの人数は、3名以上、10名以下とすること。 

・チームを区別し視認できるよう、チーム毎にゼッケンやタスキ等を配布すること。 

・少なくとも上位３チームに賞品を進呈すること。また、有料イベントとする場合は参加賞を

用意すること。賞品については、本市の特産品の中から選定し、市と協議の上、決定するもの

とする。 

・来場意欲や滞在意欲を高めるためのパフォーマンスや魅力ある会場作りの構成案、イベント

を盛り上げるためのエキシビジョン等を提案すること。 
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・スイーツは可能な限り西尾市内の事業者のものを使用すること。 

・１０店舗以上（１店舗あたり２種類以上）のスイーツを用意すること（和菓子店、洋菓子店

の数の指定はしない）。 

・イベント内で来場者にとって海水浴場やトンボロ干潟等の観光スポットの認知が高まり、魅

力が伝わるような工夫を行うこと。 

・参加料（5,000円～6,000円程度で設定すること）を徴収するイベントとし、参加料に見合っ

た内容のイベントとすること。また、徴収した参加料は全て市の歳入に入れること（参加料を

事業費に充てることは認めない）。 

⑻ その他 

・海水浴場やトンボロ干潟等の誘客に繋がる要素を入れること。 

・参加者に対してアンケートを実施し、事業効果を測ること。アンケート項目については、市

と協議の上、決定するものとする。 

・開催 2週間前までに、当日の運営マニュアル等を市に提出すること。 

・事業推進の観点から、有効と認められる独自提案があれば、企画提案書に記載すること。 

・イベント中止時の参加料返還について、市と協議の上、決定すること。 

・イベントで余ったスイーツの取り扱いについては、市と協議の上、決定すること。 

  

その他 

⑴ 本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、本市と協議を重ねながら、適正に履行すること。 

⑵ 第三者との間に発生したトラブル等に対しては、受託者の責任において対処すること。 

⑶ 受託者は、市の要望等に対して柔軟に対応すること。 

⑷ 委託料によって備品等の財産を取得しないこと。 

⑸ 必要に応じて、看護師・保健師等の専門スタッフを手配するなど、円滑な事業実施を図ること。 

⑹ 警察、消防、町内会等、必要に応じて関係諸団体との協議・調整を行うこと。 

⑺ 本仕様書に示す内容は主要事項であり、明記していない事項についても、当然備えるべき事項に

ついて要求内容に含まれるものとして提案書を作成すること。 

⑻ 受託者は、委託業務を実施するに当たり、市との緊密な連携を図るとともに、進捗に応じて市の

指示により報告を行うこと。 

⑼ 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、また、本仕様書に定めのない事項については、

速やかに市と協議すること。 

 

3. 業務実施体制 

⑴ 実施責任者の選任 
本事業の進捗を適切に管理できる実施責任者を 1名選任すること。 

⑵ 実施計画書等の作成 
実施計画書、当日運営マニュアル、緊急時応対マニュアルの作成及び提出、業務全体のスケジ

ュール管理を行うこと。 

⑶ 運営管理 
本業務にかかる契約・手配・連絡調整をはじめとした全体の円滑な運営管理を行うこと。 

 

4. 著作権 

二次利用については、原則市に帰属するものとするが、具体的な権利関係については、成果品ごと

に市と協議の上、決定するものとする。 

 

5.  成果品  

事業の内容や来場者数、イベントの記録写真（設営から撤収まで）、制作物等を記録した業務報告書

を電子データ及び紙媒体で提出すること。また、イベント広告用に制作したデータ（PR動画、ポスタ

ー・チラシ等）についても電子データで提出すること。 
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6. その他 

⑴ 個人情報等の保護 
受託者は、本委託業務によって知り得た個人情報及び通常秘密とされる企業情報について、本

委託業務を遂行する目的以外に使用してはならない。これは委託期間終了後も同様とする。また、

業務終了時には、取得した個人情報等を全て本市に引き渡すものとする。 

⑵ 損害賠償 
委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、本市の責に帰すべきものを除き、全て受託者の

責任において処理すること。 

⑶ 本仕様書の位置付け 
本仕様書は、受託者からの提案を受けて契約締結時には協議の上、変更する場合がある。 


